
  処分対象財産表

整理番号 ２８３

作成年月日：令和６年７月１日

基

本

事

項

口 座 名 黒松第一住宅跡地

前 用 途 黒松第一住宅 担 当 課 管財課

所 在 地 仙台市青葉区北根黒松 1番３１０

住 居 表 示 ‐

面      積
(登記簿面積)

５，０４５．３８㎡
(５，０４５．３８㎡)

地   目
(登記簿地目)

宅地
(  宅地  )

敷

地

状

況

現在の状況 更地。

地形・地勢 不整形・平坦及び傾斜有り

道路の状況

・北側で建築基準法４２条１項１号の舗装市道（黒松団地中央

線）と接面しています。

・東側で建築基準法４２条１項１号の舗装市道（黒松２０号線）

と接面しています。

土地境界の確認 平成２９年１月 国土調査 ‐

占有物・付属物等

・侵入防止のため、敷地周囲に木柵が設置されています。
・敷地内に一部擁壁が残置されています。

法

規

制

等

都市計画 都市計画区域内・市街化区域

用途地域
第一種中高層住居専用地域

建ぺい率 ６０％ 容積率 ２００％

その他制限

・第二種高度地区に指定されています。
・宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域に指定され
ています。

・立地適正化計画に基づく居住誘導区域です。
・景観法に基づき策定された仙台市「杜の都」景観計画に定め
る景観計画区域（沿線市街地ゾーン）です。

・市街化区域内で１，０００㎡以上の造成工事を行う場合、開
発行為に該当する可能性があります。詳しくは仙台市都市整
備局建築宅地部へお問合せください。



諸

事

項

供給施設

の状況

電 気 接面道路に配線有り ガ ス
接面道路に配管有り

（都市ガス）

上水道 接面道路に配管有り 下水道 接面道路に配管有り

交通機関
鉄 道 仙台市地下鉄「黒松駅」 東約０．５㎞

バ ス 仙台市営バス「黒松団地入口」 西約０．２㎞

公共施設等
仙台市立黒松小学校 北東約０．７㎞
仙台市立八乙女中学校 東約０．９㎞

その他参考事項

・対象地は現状での引渡しとなります。使用にあたり除草等が
必要となる場合の費用は、買受者の負担となります。

・前述の占有物・付属物等は現状有姿での引渡しとなります。
使用にあたり、修繕または撤去等が必要となる場合は、買受
者の負担となります。

・敷地の地盤強度、地中埋設物及び土壌汚染等の有無について
は、調査を行っていないため、不明です。地盤強度、地中埋
設物及び土壌汚染等の調査及び改良等が必要になる場合に
は、買受者の負担となります。

・上水道について、北側道路から引込済の４０ｍｍについては、
量水器の権利は残っているものの、メーターを確認できてい
ません。土地の売払いに際しては当該上水道を廃止せずに引
き渡しますが、名義変更等は買受者において届出ください。
詳細については、仙台市水道局へお問合せください。

・対象地は、土砂災害警戒区域に該当しません。

・対象地は、仙台市の「洪水ハザードマップ」において浸水区
域には該当しません。ただし、水防法に基づかない仙台市の
「内水浸水想定区域図」において、対象地の一部が内水浸水
想定区域に含まれます。

・対象地は傾斜地のため、宮城県建築基準条例第５条（いわゆ
るがけ条例）の規制を受ける可能性があります。詳しくは、
仙台市都市整備局建築家指導課までお問合せ願います。


